
インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー（案）

正規版の流通促進

著作権教育・意識啓発

リーチサイト対策

海賊版サイトへの
広告出稿の抑制

海賊版サイト対策の
中心となる組織の設置

検索サイト対策

・海外市場の獲得を視野に入れながら、ユーザーにとって利便性の高い形でコンテンツの正
規版を流通させるため、民間主導の協力関係の構築を図る【経済産業省】

・海賊版サイトの検索結果からの削除・表示抑制に関し、著作権者等と検索事業者との協議
を推進する【文化庁】

・インターネットユーザーを侵害コンテンツへ誘導するウェブサイト（リーチサイト）に対応する
ための法制度整備を速やかに行う【文化庁】

・個々の海賊版サイトの特徴に応じた最適な対策を効果的に実施するため、専門的な知見を
結集して海賊版対策を推進するための民間主導の協力関係の構築を図る【総務省・文化
庁・経済産業省】

・官民で連携しながら、より効果的な著作権教育・意識啓発を実施する【総務省・文化庁・経済
産業省】

・ブロッキングに係る法制度整備については、他の取組の効果や被害状況等を見ながら検
討【内閣府及び関係省庁】

国際連携・国際執行の強化
・国際裁判管轄及び準拠法を踏まえつつ、民間事業者等による諸外国における民事手続き
の利用を促進するとともに、国際捜査共助の進展を図る【警察庁・法務省・経済産業省】

著作権を侵害する静止画
（書籍）のダウンロード違法化

・著作権を侵害する静止画（書籍）のダウンロードの違法化のための法制度整備を速やかに
行う【文化庁】

フィルタリング

アクセス警告方式

ブロッキング

②

①

③

できることから
直ちに実施

導入・法案提出に
向けて準備

他の取組の効果や
被害状況等を見な
がら検討

アクセス警告方式
・法制度の変更を前提とせずにユーザーのアクセス抑止効果を最大限高める方式を検討し、
海賊版サイトへの対策として実効的な枠組みを提示した上で、速やかに導入する（関係者
と協議しながら検討・導入）【総務省】

検討

導入

「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」等の議論を踏まえ、海賊版による被害を効果的に防ぎ、著作権者等の正当な利益
を確保するため、以下に掲げる対策を段階的に実施する。

・青少年インターネット環境整備法に基づき、青少年フィルタリングを更に普及促進するととも
に、関係事業者との連携強化等によるユーザーの利便性向上を図る【総務省】
・セキュリティソフトウェアによるフィルタリングの活用に向けた権利者団体とセキュリティソフト
ウェア会社との連携体制の構築を図る【経済産業省】

・海賊版サイトに対する広告出稿の自主的な抑制に関し、権利者等と広告関係団体の合同
会議を通じた海賊版サイトリストの共有、広告関係団体の自主的ガイドライン策定・普及の
推進を図る【経済産業省】

出典：2019年７月26日 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 資料１
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2019年度の実施予定これまでの進捗・効果

インターネット上の海賊版対策に関する工程表（案）

（５）検索サイト対策

担当省庁

・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委
員会において検討を進め、2019年２月に「文
化審議会著作権分科会報告書」をとりまとめ。
・報告書では、権利者団体及びインターネット
情報検索サービス事業者との間で協議が行わ
れるとともに、文化審議会著作権分科会とし
てはまずは当事者間の取組みの状況を見守る
こととし、必要に応じて対応を検討していく
こととされた。

・文化審議会において協議
の進捗状況について報告
を聴取し、今後の対応を
検討。

【文化庁】

2020年度の実施予定 2021年度以降の実施予定

○海賊版サイトの検索結果からの削除・表示抑制に関し、著作権者等と検索事業者との協議を推進すること。

・左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

出典：2019年７月26日 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 資料１
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